
春日井市告示第 12号 

 

 令和６年第１回春日井市議会定例会において議決を経た令和５年度春日井市一

般会計補正予算ほか３件の補正予算及び令和６年度春日井市一般会計予算ほか10

件の予算の要領は、次のとおりである。 

 

  令和６年３月15日 

 

春日井市長 石 黒 直 樹    



 

 

   令和６年度春日井市一般会計予算 

 

 令和６年度春日井市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ122,770,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規定による継続費

の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」

による。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、5,000,000千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 



（単位：千円）

１ 市 税 52,302,000

１ 市 民 税 21,340,000

２ 固 定 資 産 税 22,213,000

３ 軽 自 動 車 税 702,000

４ 市 た ば こ 税 1,830,000

５ 事 業 所 税 1,861,000

６ 都 市 計 画 税 4,356,000

２ 地 方 譲 与 税 　 781,200

１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 180,000

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 554,000

３ 森 林 環 境 譲 与 税 42,000

４ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 5,200

３ 利 子 割 交 付 金 22,000

１ 利 子 割 交 付 金 22,000

４ 配 当 割 交 付 金 390,000

１ 配 当 割 交 付 金 390,000

５ 株式等譲渡所得割交付金 309,000

１ 株式等譲渡所得割交付金 309,000

第 １ 表　歳入歳出予算

金 額項

　　　歳　　　入

款



６ 法 人 事 業 税 交 付 金 883,000

１ 法 人 事 業 税 交 付 金 883,000

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 7,200,000

１ 地 方 消 費 税 交 付 金 7,200,000

８ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 40,000

１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 40,000

９ 環 境 性 能 割 交 付 金 232,000

１ 環 境 性 能 割 交 付 金 232,000

10
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

150,000

１
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

150,000

11 地 方 特 例 交 付 金 1,885,000

１ 地 方 特 例 交 付 金 1,850,000

２
新型コロナウイルス感染症対策
地方税減収補塡特別交付金 35,000

12 地 方 交 付 税 4,050,000

１ 地 方 交 付 税 4,050,000

13 交通安全対策特別交付金 44,000

１ 交通安全対策特別交付金 44,000

14 分 担 金 及 び 負 担 金 754,697

１ 負 担 金 754,697

款 項 金 額



15 使 用 料 及 び 手 数 料 1,546,300

１ 使 用 料 799,619

２ 手 数 料 746,681

16 国 庫 支 出 金 　 24,367,123

１ 国 庫 負 担 金 15,885,381

２ 国 庫 補 助 金 8,411,388

３ 国 庫 委 託 金 70,354

17 県 支 出 金 8,696,557

１ 県 負 担 金 5,796,505

２ 県 補 助 金 2,345,816

３ 県 委 託 金 554,236

18 財 産 収 入 623,352

１ 財 産 運 用 収 入 164,844

２ 財 産 売 払 収 入 458,508

19 寄 附 金 320,000

１ 寄 附 金 320,000

20 繰 入 金 3,920,211

１ 繰 入 金 3,920,211

21 繰 越 金 1

１ 繰 越 金 1

項 金 額款



22 諸 収 入 3,637,759

１ 延滞金、加算金及び過料 27,001

２ 市 預 金 利 子 141

３ 貸 付 金 元 利 収 入 910,441

４ 受 託 事 業 収 入 44,550

５ 雑 入 2,655,626

23 市 債 10,615,800

１ 市 債 10,615,800

122,770,000

項 金 額

歳　　入　　合　　計

款



（単位：千円）

１ 議 会 費 467,673

１ 議 会 費 467,673

２ 総 務 費 11,413,458

１ 総 務 管 理 費 9,609,458

２ 徴 税 費 1,022,090

３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 663,925

４ 選 挙 費 2,346

５ 統 計 調 査 費 45,862

６ 監 査 委 員 費 69,777

３ 民 生 費 56,592,483

１ 社 会 福 祉 費 31,323,446

２ 児 童 福 祉 費 19,680,253

３ 生 活 保 護 費 5,587,284

４ 災 害 救 助 費 1,500

４ 衛 生 費 16,292,877

１ 保 健 衛 生 費 5,617,773

２ 環 境 対 策 費 334,380

３ 清 掃 費 10,320,352

４ 上 水 道 費 20,372

金 額項

　　　歳　　　出

款



５ 労 働 費 11,500

１ 労 働 費 11,500

６ 農 林 水 産 業 費 306,141

１ 農 業 費 259,092

２ 林 業 費 47,049

７ 商 工 費 2,586,186

１ 商 工 費 2,586,186

８ 土 木 費 11,288,890

１ 土 木 管 理 費 984,241

２ 道 路 橋 り ょ う 費 1,682,315

３ 河 川 費 709,303

４ 都 市 計 画 費 7,675,871

５ 住 宅 費 237,160

９ 消 防 費 2,870,792

１ 消 防 費 2,870,792

10 教 育 費 13,048,231

１ 教 育 総 務 費 2,031,398

２ 小 学 校 費 2,666,943

３ 中 学 校 費 1,357,944

４ 社 会 教 育 費 3,545,822

項 金 額款



５ 学 校 給 食 費 3,446,124

11 公 債 費 7,841,769

１ 公 債 費 7,841,769

12 予 備 費 50,000

１ 予 備 費 50,000

122,770,000

項 金 額

歳　　出　　合　　計

款



（単位：千円）

款 項 事 業 名 年割額

６ 1,000

７ 6,300

６ 25,000

７ 123,400

６ 9,600

７ 600

６ 50,000

７ 60,000

６ 40,000

７ 55,000

道路橋りょう費

衛 生 費

クリーンセンター
第２工場外部搬出用
設 備 設 置 工 事

148,400

衛 生 プ ラ ン ト
返 送 汚 泥 ポ ン プ
取 替 修 繕

10,200

清 掃 費

道 風 線 地 下 道
冠水表示板更新工事

市道 6428号線擁壁
改 修 工 事

110,000

土 木 費

95,000

第 ２ 表　継　続　費

年度総 額

総 務 費 総 務 管 理 費
災 害 時 物 資
集 配 拠 点 整 備

7,300



款 項 事 業 名 年割額

６ 180,000

７ 226,000

６ 235,000

７ 195,000

６ 114,000

７ 1,808,000

８ 1,547,000

９ 1,143,000

６ 25,000

７ 56,000

６ 27,000

７ 69,000

年度

河 川 費
桜 佐 排 水 樋 管
撤 去 工 事 負 担 金

道路橋りょう費 宮 南 橋 架 替 工 事 406,000

総 額

中 学 校 費
西部中学校校舎等
リニューアル工事
設 計 業 務

96,000

430,000

小 学 校 費
勝川小学校校舎等
リニューアル工事
設 計 業 務

81,000

都 市 計 画 費

教 育 費

名 鉄 春 日 井 駅
周 辺 整 備

4,612,000

土 木 費



款 項 事 業 名 年割額

６ 580,300

７ 130,100

６ 24,200

７ 423,200

（単位：千円）

令和７年度 1,500

総 合 体 育 館
機能向上改修工事

447,400

令 和 ７ 年 度 市 民 税 ・ 県 民 税
当 初 賦 課 業 務

令和７年度 5,000

令和７年度

固 定 資 産 土 地 評 価 支 援 業 務 令和７年度　　 ～　 　令和８年度 20,200

令和７年度

総 額 年度

教 育 費 社 会 教 育 費

令 和 ７ 年 度 市 民 税 ・ 県 民 税
特 別 徴 収 税 額 決 定 通 知 書
作 成 等 業 務

令和７年度

第 ３ 表　債務負担行為

令 和 ７ 年 度 市 税
督 促 状 等 印 刷 業 務

7,500

事 項 期 間 限 度 額

令 和 ７ 年 度 市 民 税 ・ 県 民 税
普 通 徴 収 納 税 通 知 書
作 成 等 業 務

5,700

令 和 ７ 年 度 軽 自 動 車 税
（ 種 別 割 ） 当 初 納 税 通 知 書
作 成 等 業 務

2,000

鷹 来 公 民 館
大 規 模 改 修 工 事

710,400



知多公民館ＬＥＤ照明器具借上

事 項 期 間

保 育 園 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 器 具 借 上 令和７年度　　 ～　 　令和16年度 56,000

13,300

9,000令和７年度　　 ～　 　令和16年度

外 国 語 指 導 助 手 派 遣 業 務 令和７年度　　 ～　 　令和８年度 126,000

24,100

令 和 ７ 年 度 が ん 検 診 等
受 診 券 作 成 等 業 務

令和７年度

限 度 額

西 部 地 区 新 調 理 場
Ｐ Ｆ Ｉ ア ド バ イ ザ リ ー 業 務

令和７年度 9,400

母子保健オンライン相談業務

現 業 員 作 業 所 借 上 令和７年度　　 ～　 　令和11年度 165,200

木津用水排水路更新工事負担金 令和７年度 20,000

住 生 活 基 本 計 画 策 定 業 務 令和７年度 4,000

工場・物流施設新増設助成事業 令和７年度 233,100

令和７年度　　 ～　 　令和８年度

都 市 緑 化 植 物 園
動 物 舎 管 理 業 務

令和７年度　　 ～　 　令和10年度 120,000



（単位：千円）

総務債 庁舎等整備事業 511,300

社会福祉施設
整 備 事 業

16,600

児童福祉施設
整 備 事 業

558,000

衛生債
清 掃 施 設
整 備 事 業

3,428,000

農林債
農 業 施 設 等
整 備 事 業

8,700

商工債
勝川駅周辺施設
整 備 事 業

126,000

道路橋りょう
整 備 事 業

880,200

河川整備事業 201,700

都市計画事業 2,354,600

住 宅 施 設
整 備 事 業

74,600

消防債
消 防 施 設
整 備 事 業

299,700

義務教育施設
整 備 事 業

899,200

社会教育施設
整 備 事 業

877,200

臨 時
財 政
対 策 債

臨時財政対策 380,000

第 ４ 表　地　方　債

普通貸借
又 は
証券発行

土木債

起 債 の 目 的 起債の方法

民生債

教育債

利 率 償 還 の 方 法限 度 額

4.0％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び地方公
共団体金融機構資
金について、利率
の見直しを行った
後においては、当
該 見 直 し 後 の 利
率）

政府その他の金
融機関の資金につ
いては、その融資
条件による。ただ
し､財政の都合によ
り据置期限及び償
還期限を短縮若し
くは繰上償還又は
低利に借り換える
ことができる。



 

 

   令和６年度春日井市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 

 令和６年度春日井市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ80,923千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

      



（単位：千円）

１ 諸 収 入 189

１ 基 金 預 金 利 子 189

２ 繰 入 金 80,734

１ 繰 入 金 80,734

80,923

（単位：千円）

１ 公 債 費 80,923

１ 公 債 費 80,923

80,923

第 １ 表　歳入歳出予算

　　　歳　　　入

　　　歳　　　出

金 額

金 額

歳　　出　　合　　計

款

歳　　入　　合　　計

款 項

項



 

 

   令和６年度春日井市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 令和６年度春日井市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,708,206千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行

為」による。 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

１ 国 民 健 康 保 険 税 5,200,058

１ 国 民 健 康 保 険 税 5,200,058

２ 県 支 出 金 　 17,782,854

１ 県 補 助 金 17,782,854

３ 繰 入 金 2,675,991

１ 一 般 会 計 繰 入 金 2,150,466

２ 基 金 繰 入 金 525,525

４ 財 産 収 入 333

１ 財 産 運 用 収 入 333

５ 諸 収 入 48,970

１ 延滞金、加算金及び過料 22,920

２ 雑 入 26,050

25,708,206

金 額款 項

第 １ 表　歳入歳出予算

　　　歳　　　入

歳　　入　　合　　計



（単位：千円）

１ 総 務 費 109,383

１ 総 務 管 理 費 109,383

２ 保 険 給 付 費 17,479,623

１ 療 養 諸 費 17,479,623

３ 国民健康保険事業費納付金 7,863,877

１ 医 療 給 付 費 分 5,379,127

２ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 1,834,886

３ 介 護 納 付 金 分 649,864

４ 保 健 事 業 費 214,990

１ 保 健 事 業 費 51,748

２ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 163,242

５ 基 金 積 立 金 333

１ 基 金 積 立 金 333

６ 諸 支 出 金 40,000

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 40,000

25,708,206

項 金 額

歳　　出　　合　　計

　　　歳　　　出

款



（単位：千円）

令和７年度国民健康保険税
納 税 通 知 書 作 成 等 業 務

令和７年度 6,400

第 ２ 表　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額



 

 

   令和６年度春日井市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 令和６年度春日井市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,652,135千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

 

 

 

 

                     

 

   



（単位：千円）

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 5,494,705

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 5,494,705

２ 繰 入 金 　 1,005,665

１ 一 般 会 計 繰 入 金 1,005,665

３ 諸 収 入 151,765

１ 延滞金、加算金及び過料 1

２ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 10,800

３ 受 託 事 業 収 入 140,864

４ 雑 入 100

6,652,135

第 １ 表　歳入歳出予算

　　　歳　　　入

金 額款

歳　　入　　合　　計

項



（単位：千円）

１ 総 務 費 199,602

１ 総 務 管 理 費 187,502

２ 徴 収 費 12,100

２
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

6,441,733

１
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

6,441,733

３ 諸 支 出 金 10,800

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 10,800

6,652,135

款 項 金 額

歳　　出　　合　　計

　　　歳　　　出



 

 

   令和６年度春日井市介護保険事業特別会計予算 

 

 令和６年度春日井市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,723,379千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

                     



（単位：千円）

１ 保 険 料 5,164,238

１ 介 護 保 険 料 5,164,238

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 1,461

１ 手 数 料 1,461

３ 国 庫 支 出 金 　 5,113,329

１ 国 庫 負 担 金 4,175,145

２ 国 庫 補 助 金 938,184

４ 支 払 基 金 交 付 金 6,277,782

１ 支 払 基 金 交 付 金 6,277,782

５ 県 支 出 金 3,244,518

１ 県 負 担 金 3,148,717

２ 県 補 助 金 95,801

６ 繰 入 金 3,914,312

１ 一 般 会 計 繰 入 金 3,366,886

２ 基 金 繰 入 金 547,426

７ 財 産 収 入 774

１ 財 産 運 用 収 入 774

第 １ 表　歳入歳出予算

　　　歳　　　入

金 額款 項



８ 諸 収 入 6,965

１ 雑 入 6,965

23,723,379

款

歳　　入　　合　　計

金 額項



（単位：千円）

１ 総 務 費 242,153

１ 総 務 管 理 費 27,725

２ 徴 収 費 13,125

３ 要 介 護 認 定 費 201,303

２ 保 険 給 付 費 22,537,140

１ 保 険 給 付 費 22,537,140

３ 基 金 積 立 金 774

１ 基 金 積 立 金 774

４ 地 域 支 援 事 業 費 715,068

１ 包 括 的 支 援 等 事 業 費 42,490

２
介護予防・日常生活支援
総 合 事 業 費

672,578

５ 保 健 福 祉 事 業 費 73,798

１ 保 健 福 祉 事 業 費 73,798

６ 諸 支 出 金 154,446

１ 償 還 金 17,000

２ 繰 出 金 137,446

23,723,379歳　　出　　合　　計

　　　歳　　　出

款 金 額項



 

 

   令和６年度春日井市民家防音事業特別会計予算 

 

 令和６年度春日井市の民家防音事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,338千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

                     



（単位：千円）

１ 県 支 出 金 4,334

１ 県 補 助 金 4,334

２ 繰 入 金 18,004

１ 繰 入 金 18,004

22,338

（単位：千円）

１ 民 家 防 音 事 業 費 22,338

１ 民 家 防 音 事 業 費 22,338

22,338

金 額

項 金 額

項

歳　　出　　合　　計

款

歳　　入　　合　　計

款

第 １ 表　歳入歳出予算

　　　歳　　　入

　　　歳　　　出



 

 

   令和６年度春日井市春日井インター北企業用地整備事業特別会計予    

算 

 

 令和６年度春日井市の春日井インター北企業用地整備事業特別会計の予算は、

次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,344,446千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こす

ことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、「第２表 地方債」による。 

 

 

 

 

 

 

                     



（単位：千円）

１ 繰 入 金 171,546

１ 繰 入 金 171,546

２ 市 債 1,172,900

１ 市 債 1,172,900

1,344,446

（単位：千円）

１ 総 務 費 1,452

１ 総 務 管 理 費 1,452

２ 事 業 費 1,342,592

１ 事 業 費 1,342,592

３ 公 債 費 402

１ 公 債 費 402

1,344,446

第 １ 表　歳入歳出予算

　　　歳　　　入

　　　歳　　　出

金 額

項 金 額

項

歳　　出　　合　　計

款

歳　　入　　合　　計

款



（単位：千円）

春 日 井
イ ン タ ー 北
企 業 用 地
整 備 事 業

1,172,900
普通貸借
又 は
証券発行

4.0％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる政
府資金及び地方公
共団体金融機構資
金について、利率
の見直しを行った
後においては、当
該 見 直 し 後 の 利
率）

政府その他の金融機関の
資金については、その融資
条件による。ただし､財政の
都合により据置期限及び償
還期限を短縮若しくは繰上
償還又は低利に借り換える
ことができる。

償 還 の 方 法

第 ２ 表　地　方　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率



 

 

   令和６年度春日井市潮見坂平和公園事業特別会計予算 

 

 令和６年度春日井市の潮見坂平和公園事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ183,240千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：千円）

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 138,040

１ 使 用 料 106,573

２ 手 数 料 31,467

２ 諸 収 入 691

１ 基 金 預 金 利 子 101

２ 雑 入 590

３ 繰 入 金 44,509

１ 一 般 会 計 繰 入 金 10,950

２ 基 金 繰 入 金 33,559

183,240

（単位：千円）

１ 総 務 費 153,680

１ 総 務 管 理 費 153,680

２ 墓 園 事 業 費 29,560

１ 墓 地 築 造 事 業 費 29,560

183,240

金 額

項

第 １ 表　歳入歳出予算

　　　歳　　　入

　　　歳　　　出

金 額

歳　　出　　合　　計

款

歳　　入　　合　　計

款 項



 

 

令和６年度春日井市春日井市民病院事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度春日井市春日井市民病院事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病 床 数 

 一 般 病 床 552床 

 感 染 症 病 床 6床 

(2) 年 間 患 者 数 

 入 院 患 者 数 179,215人 

 外 来 患 者 数 325,620人 

(3) 一 日 平 均 患 者 数 

 入 院 患 者 数 491人 

 外 来 患 者 数 1,340人 

(4) 主要な建設改良事業 

 施 設 整 備 費      23,518千円 

 資 産 整 備 費     549,451千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 



 

収 入 

第１款 病 院 事 業 収 益 21,368,156千円 

第１項 医 業 収 益 20,525,066千円 

第２項 医 業 外 収 益 843,087千円 

第３項 特 別 利 益 3千円 

支 出 

第１款 病 院 事 業 費 用 21,368,156千円 

第１項 医 業 費 用 20,725,526千円 

第２項 医 業 外 費 用 642,627千円 

第３項 特 別 損 失 3千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額3,340,141千円は、過年度分損益勘定留保資金

3,338,356千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,785千円

で補塡するものとする。）。 

収 入 

第１款 資 本 的 収 入 294,697千円 

第１項 出 資 金 294,696千円 

第２項 その他資本的収入 1千円 

支 出 

第１款 資 本 的 支 出 3,634,838千円 

第１項 建 設 改 良 費 572,969千円 

第２項 償 還 金 1,031,269千円 

第３項 投 資 2,030,600千円  



 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

(1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の

金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

(1) 職 員 給 与 費 10,501,294千円  

(2) 交 際 費 220千円 

 

（他会計からの補助金） 

第８条 企業債に係る利子補給等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額は、511,853千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、5,277,800千円と定める。 

 

 

 

 

 

 



 

（重要な資産の取得） 

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種  類 名     称 数 量 

器 械 備 品 コンピュータ断層撮影装置 一 式 

器 械 備 品 放射線治療計画装置 一 式 

器 械 備 品 多項目自動血球分析装置 一 式 

器 械 備 品 高圧蒸気滅菌装置 一 式 

 

 



 

 

令和６年度春日井市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度春日井市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 人 口            306,408人  

(2) 給 水 栓 数           136,703栓 

(3) 年 間 総 配 水 量           33,551,000m3 

(4) 一 日 平 均 配 水 量           91,921m3 

(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業           

    管 路 耐 震 化 整 備 1,364,055千円 

    東 山 ポ ン プ 場 整 備 649,000千円 

    桃 山 配 水 場 更 新 整 備 110,000千円 

    上水道施設中央監視設備更新 11,000千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収  入 

第１款 水 道 事 業 収 益         6,019,639千円 

第１項 営 業 収 益         5,014,724千円 

第２項 営 業 外 収 益         1,004,913千円 

第３項 特 別 利 益         2千円 

 

 



 

支  出 

第１款 水 道 事 業 費 用         5,638,960千円 

第１項 営 業 費 用           5,608,268千円 

第２項 営 業 外 費 用         20,792千円 

第３項 特 別 損 失          4,400千円 

第４項 予 備 費          5,500千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額3,006,009千円は、過年度分損益勘定留保資金

2,349,465千円、建設改良積立金416,494千円及び当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額240,050千円で補塡するものとする。）。 

収  入 

第１款 資 本 的 収 入         607,769千円 

第１項 負 担 金         11,600千円 

第２項 固定資産売却代金         1千円 

第３項 工 事 収 入         596,167千円 

第４項 分 担 金         1千円 

支  出 

第１款 資 本 的 支 出         3,613,778千円 

第１項 建 設 改 良 費         3,327,653千円 

第２項 企 業 債 償 還 金         286,125千円 

 

 （継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 

 



 

  （単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年度 年 割 額 

資本的

支 出 

建 設 

改良費 

桃 山 配 水 場 

更 新 整 備 
1,232,000 

６ 110,000 

７ 110,000 

８ 1,012,000 

上水道施設中央監視 

設 備 更 新 
1,134,243 

６ 11,000 

７ 959,112 

８ 164,131 

神 屋 西 配 水 場 

更 新 整 備 
297,000 

６ 44,000 

７ 176,550 

８ 76,450 

 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 

                           （単位：千円） 

事     項 期     間 限  度  額 

水 道 料 金等 納 入 通 知 書 等 

作 成 業 務 
令和７年度 18,150 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

(1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費 

 



 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決

を経なければならない。 

(1) 職 員 給 与 費 429,497千円 

 

（他会計からの補助金） 

第10条 児童手当に要する経費として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、3,222千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第11条 たな卸資産の購入限度額は、52,657千円と定める。 

 

（重要な資産の取得） 

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種 類 名          称 数 量 

車両運搬具 給水車 一 式 

器 具 高速液体クロマトグラフ質量分析計 一 式 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

令和６年度春日井市公共下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度春日井市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところに 

よる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 接 続 戸 数   77,190戸 

(2) 年 間 総 処 理 水 量 25,631,000m3 

(3) 一 日 平 均 処 理 水 量 70,222m3 

(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 

西部第一・第二地区雨水管渠等整備事業 3,180,854千円 

浄 化 セ ン タ ー 統 廃 合 事 業 757,716千円 

上 条 地 区 管 渠 整 備 事 業 665,924千円 

管 渠 施 設 改 築 事 業 545,270千円 

熊野桜佐地区雨水管渠整備事業 507,330千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収 入 

第１款 下 水 道 事 業 収 益 7,374,532千円 

第１項 営 業 収 益 4,556,813千円 

第２項 営 業 外 収 益 2,817,718千円 

第３項 特 別 利 益 1千円  

 



 

支 出 

第１款 下 水 道 事 業 費 用 7,042,817千円 

第１項 営 業 費 用 6,498,166千円 

第２項 営 業 外 費 用 519,351千円 

第３項 特 別 損 失 3,300千円 

第４項 予 備 費 22,000千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が 

資本的支出額に対し不足する額2,489,219千円は、当年度分損益勘定留保資金

2,249,470千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額90,107千円

及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額149,642千円で補塡する

ものとする。）。 

収 入 

第１款 資 本 的 収 入 7,546,799千円 

第１項 企 業 債 5,640,700千円 

第２項 出 資 金 155,928千円 

第３項 補 助 金 1,244,745千円 

第４項 負 担 金 505,426千円 

支 出 

第１款 資 本 的 支 出 10,036,018千円 

第１項 建 設 改 良 費 6,305,717千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 3,730,301千円 

  



 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

(単位：千円) 

款 項 事 業 名 総 額 年度 年 割 額 

資 本的

支 出 

建 設 

改 良 費 

宗 法 調 整 池 

整 備 事 業 
1,276,000 

６ 374,000 

７ 363,000 

８ 539,000 

名 鉄 小 牧 線 

横 断 雨 水 管 渠 

整 備 事 業 

 

1,160,500 
６ 113,300 

７ 1,047,200 

第１中継ポンプ場 

耐震化・改築事業 

 

665,300 
６ 34,100 

７ 631,200 

 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

(単位：千円) 

起債の 

目 的 
限 度 額 

起 債 の 

方 法 
利 率 償 還 の 方 法 

公 共 

下水道 

事 業 

5,640,700 普通貸借 

又 は 

証券発行 

4.0％以内（ただし、

利率見直し方式で借り

入れる政府資金及び地

方公共団体金融機構資

金について、利率の見

直しを行った後におい

ては、当該見直し後の

利率） 

 政府その他の金融

機関の資金について

は、その融資条件に

よる。ただし、財政

の都合により据置期

限及び償還期限を短

縮若しくは繰上償還

又は低利に借り換え

ることができる。 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。 



 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

(1) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決

を経なければならない。 

(1) 職 員 給 与 費 522,223千円 

 

（他会計からの補助金） 

第10条 児童手当に要する経費として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、5,604千円である。 

 

（重要な資産の取得） 

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種  類 名     称 数 量 

土  地 南部浄化センター用地（松河戸町地内） 5,768㎡ 

 

 

 


